
備品購入等に関する不正行為の通報（平成21年８月20日及び平成 21年

９月９日）に対する浦安市公正入札調査委員会の調査結果について 

 

市の備品購入等に関して、業者Ａ氏より通報があったので、その内容について浦安市

公正入札調査委員会（以下「調査委員会」という。）において調査をし、その結果を公表

するものです。 

経過については、平成21年８月14日（金）午前９時ごろ浦安市議会議員Ｂ氏より「市

民が契約の関係で契約課長と話をしたいと言っているので時間を作ってほしい。」との電

話が財務部契約課長にあった。 

日程を平成21年８月20日（木）午前９時、場所を議会棟で調整した。 

当日、財務部契約課長と係長の２名で議会棟第２会議室に向かうと、市民２名と浦安

市議会議員Ｂ氏のほか業者Ａ氏の計４名がいた。 

このことから、冒頭、市議会議員及び業者並びに市職員が契約の関係で同席して会合

を持つことは、浦安市政治倫理条例に抵触しないのかという点でのやり取りがあり、疑

義を感じながらも、話しを聞くことにした。 

通報は、業者Ａ氏からあり、内容は以下のとおりであった。 

 

（１）通報内容 

① 平成20年５月21日執行の「小学校学習椅子の購入」において、事前に指名業者

が「Ｃ」の所に集まり相談していた。 

集まっていた業者については、「Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ」（Ｇは２回目まで加わり、

３回目は拒否）が集まり、最終的には、「Ｄ」が落札予定者としていたと「Ｇ」から

聞いた。しかし、落札者は「Ａ」となり「Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ」が、この件のことで備

品メーカーの「Ｈ」の所に行った。 

② 平成21年１月27日執行の「浦安市老人福祉センター施設開設用備品購入」にお

いて、入札前にあるメーカーの営業担当から落札業者が「Ｅ」になる予定になって

いる。協力してくれれば５万円渡すということを指名業者および「Ａ」（この案件の

指名は受けていない）も言われた。その中に市職員で高齢者支援課職員「Ⅰ」の名

前も聞いた。実際には「Ｊ」が落札し、お金の話はどうなったかわからない。 

③ 一部の職員と一部の業者の癒着がひど過ぎる。見積もり、競争入札にしても全部



出来レースだ。特に消防署は「Ｅ」と全部出来レース、公民館もそう、堀江、富岡、

中央、小学校も。 

④ 「Ｅ」に自社の見積もりや他社の見積もりが一杯ある。「Ｅ」は事前に他社から見

積もりを１万円で買っていた。役所もこれで形は整う。これは、だいぶ前の話。今

はわからない。 

⑤ 「Ｃ」ですべてやっている。そういう業者を優遇したとはいわないが、自分を眼

の敵にして「Ａ」と議員Ｂ氏は悪だという態度はどうなのか、今回の件（入札中止）

も「Ｄ」が言ったとしか考えられない。みんなも言っている。議員Ｂ氏が市役所で

「Ｄ」を見たと言っている。 

   「Ａ」と「Ｈ」がつるんでやっているとか、何を言おうと勝手だが、３ケ月も放

っておくのは、「Ｄ」の話を真に受けているからだ。 

⑥ なぜ証拠を出さないかは、メーカーが５万円出すということを言ったら、関係者

全員が逮捕される。自分だけはいやだ、メーカーや業者も路頭に迷う、家族もいる

ので、そう簡単にはいかない。 

⑦ ７、８年前にゴミ袋の入札を行い、「Ｅ」が落札した（多めに袋を作成したらしい）

が、翌年は袋の印刷が変更になり、「Ｅ」が在庫の処分に困り「Ｋ」議員の依頼で当

時のレンジャー課の「Ｌ」課長が、単価契約で「Ｅ」からゴミ袋を購入した。 

⑧ 教育総務課は、本年度の「小学校学習椅子の購入」の入札中止後、教育総務課職

員の「Ｍ」が過度の分割発注をして、見積もり合わせを行い、入札逃れをしている。

300、400万を小分けにしている。 

⑨ 「Ａ」を意図的に入札から外した案件の仕様書を、「Ｄ」がファックス等で「Ａ」

に送って来ている。（ファックスの送信記録ありとのこと） 

なぜ、送ってくるのかというと、「Ａ」と議員Ｂ氏を悪者にしたい。指名を受けて

いなくても「Ｄ」が指名されていることはわかる。 

「Ａ」に送れば議員Ｂ氏に流れ、それが市に行き入札が流れる。それを見越して

いる。指名された業者はそういうことをやるとは思わないから。 

⑩ 過去に消防の堀江出張所において見積もり合わせを実施し「Ａ」が落札した。納

入日の前日に取り消しの連絡があった。しかし、後日同じものが「Ｅ」より納品さ

れている。 

 



（２）その他の通報者の意見 

① 市長及び副市長が、「Ｄ」の社長と食事をするのは問題ではないのか。 

② これらのことに関する証拠を持っているが、市に握り潰される又は利用されるか

ら出さない。副市長名の文書で証拠書類を握り潰さないとするならば出す。 

③ 「Ｂ」議員に関する文書を作成していた「Ｎ」氏は、市長からお金をもらってい

た。 

④ 本年度の「小学校学習椅子の購入」の入札中止後、指名業者に対して何も言って

こないのはおかしい。 

⑤ 平成19年度の消防備品同等品95％～120％は誰が決定したのか、契約担当は中身

をチェックしているのか。特に定価が安いといって切った備品の中に製造者が同じ

で販売者であるメーカーの違いにより金額に差がでるものがある。それを同等品と

して認めていないが、それはおかしい、そのことは承知しているのか。 

などという内容であった。 

 

（３）調査結果 

調査委員会では、協議した結果、具体的資料があるなら提出してもらうことや警察に

告発してもらう必要があると判断し、再度、業者「Ａ」氏に内容を確認することとした。 

 

（４）通報内容確認 

平成21年９月９日（水）午後３時20分より、市役所６階入札室において業者「Ａ」

氏から再度内容を確認した。 

前回８月20日の話のほかに 

① 平成19年度に行なった消防本部の備品購入（議会案件）の際には、「Ｅ」から「Ｆ」

にお金が渡っている。メーカー「Ｏ」と「Ｅ」、消防本部の担当「Ｐ」課長がつなが

っている。 

② ゴミ袋の件は、「Ｅ」から直接「Ａ」が聞いた。 

③ 浦安市老人福祉センター施設開設用備品購入において、あるメーカーと言ってい

たのは、「О」のこと。 

④ 最近の見積り合せでも、「О」と「Ｅ」、事業担当課の「Ｍ」がつながっている。 

などという内容であった。 



契約課長が「市が信用できないのであれば、捜査機関に直接告発してほしい。」とＡ

氏に言ったところ、「時期が来たら言う。」とのこと。「なぜ。」と聞くと「それぞれの

業者さんにも家族がいるので。」ということであった。 

結局、これらの全ての話に対する証拠は、一切提出されなかった。 

 

（５）調査委員会の結論 

本通報に関しまして、調査委員会として調査した結果、該当する人物が特定でき

ないものがあることのほか、その他についても違法行為があったとは認められないと

いう結論に至った。 

本市では、これまで同様の通報が平成19年度より数回あり、その都度やむなく入札中

止等の対応を行ってきた。この結果、平成20年度には墓地公園管理棟の開設が遅れるな

ど、市政運営にも影響が生じている。 

今回の通報者の意図が不正行為を摘発したいということであれば、不正行為の事実を

確認できる資料を持って、即刻、捜査機関に告発すべきものと考える。また、通報者は、

２年前に入札情報を入札前に漏えいし、市から注意処分を受けた経緯もあり、今回の通

報に対しても証拠書類の提出にも応じないばかりか、職員をも含めた個人名を挙げるな

ど名誉毀損とも思える内容であった。 

調査委員会としては、これらの行為が市の事務を混乱させ、入札事務を妨害する行為

ととられても仕方ないような行為であると判断した。 

なお、「Ａ」社については、指名停止が妥当であると考える。 

 

 平成21年11月５日 
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